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＜環境・森林部門＞ 
 

 １ 公害苦情等関係 

（１） 公害苦情受付件数 

公害に関する苦情については、公害紛争処理法（昭和４５（１９７０）年６月制定）

に基づき、市町と協力して適正な処理に努めています。平成２０年度に管内で県が取

り扱った公害苦情件数は１５０件でした。  

 

（２） へい死魚・水質汚染事案発生件数 

へい死魚の発生や公共用水域の汚染事案については、発生初期における迅速かつ的

確な現状把握と原因究明を行い、被害の軽減に努めます。 

  へい死魚 汚染事案 

四日市環境課 １１ １5 

鈴鹿環境 課 ７ ２２ 

合  計 1８ ３７ 

 

（３） 光化学スモッグ発令状況 

県大気汚染緊急時対策実施要綱（光化学スモッグの部）に基づき、注意報等の発令 

時における燃料使用量の削減等の措置について、協力工場に要請するとともに、立入

検査を実施します。 

  予 報 注意報 警 報 重大警報 

四日市地域 ２ ０ ０ ０ 

鈴 鹿 地 域 １ ０ ０ ０ 

合 計 ３ ０ ０ ０ 

 

  大気 水質 
土壌

汚染 
振動 

地盤

沈下 
悪臭 騒音 

その

他 
合計 

四日市環境課 12 17 0 0 0 4 2 7 42 

鈴鹿環境 課 20 34 2 0 0 14 2 36 108 

合  計 32 51 2 0 0 18 4 43 150 
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２ 廃棄物関係 

（１）一般廃棄物  

   市町における一般廃棄物処理施設の整備の促進と適正な維持管理指導を行います。 

 

（ア）一般廃棄物処理施設の状況（市町関係分） 

種類 市町等 所在地 処理能力 竣工年月 

四日市市 四日市市垂坂町 ４５０ｔ／日 Ｓ４８．１２ 

四日市市 四日市市楠町 １５ｔ／日 Ｈ０６．０４ 

鈴鹿市 鈴鹿市御薗町 ２７０ｔ／日 Ｈ１４．１１ 

亀山市 亀山市布気町 ８０ｔ／日 Ｈ１２．０４ 

ごみ焼却施設 

菰野町 菰野町大字永井 ４０ｔ／日 Ｈ０３．０４ 

四日市市 四日市市小山町 ２，４３７，５４９  Ｓ５４．０８ 

鈴鹿市 鈴鹿市国分町 ３３５，９００  Ｈ０５．０４ 

亀山市 亀山市布気町 ７，０００  Ｈ１３．０８ 

亀山市 亀山市関町 １９，３２０  Ｓ５４．０１ 

最終処分場 

菰野町 菰野町大字菰野 ５０，２７５  Ｓ５８．０６ 

四日市市 四日市市楠町 ２５ｔ／日 Ｈ０９．０２ 

四日市市 四日市市小山町 １２０ｔ／日 Ｈ１９．０５ 

鈴鹿市 鈴鹿市国分町 ７５ｔ／日 Ｈ０４．０４ 

鈴鹿市 鈴鹿市国分町 ４４ｔ／日 H21.2 届出 

鈴鹿市 鈴鹿市国分町 ２２ｔ／日 H21.2 届出 

鈴鹿市 鈴鹿市国分町 ２ｔ／日 H21.2 届出 

鈴鹿市 鈴鹿市国分町 ２ｔ／日 H21.2 届出 

亀山市 亀山市布気町 ３０ｔ／日 Ｈ０２．０３ 

粗大ごみ処理施設 

亀山市 亀山市布気町 １２ｔ／日 Ｈ１０．１２ 

鈴鹿市 鈴鹿市上町 ２７０ｋｌ／日 Ｓ６３．０９ 

亀山市 亀山市野村町 ６０ｋｌ／日 Ｓ６３．０３ 

亀山市 亀山市関町 ２０ｋｌ／日 Ｈ０２．０４ 

四日市市 四日市市楠町 ２０ｋｌ／日 Ｓ５３．０７ 

し尿処理施設 

朝明衛生ｾﾝﾀｰ 川越町高松 ３００ｋｌ／日 Ｈ１０．０９ 
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（イ） 一般廃棄物の処理状況                 （平成１９年度末） 

処理内訳（ｔ） 

市町名 
搬入量 

（ｔ） 焼却 埋立 その他 

資源化

（ｔ） 

１人１日当

たり排出量

（ｇ） 

四日市市 120,101  83,226 18,793 18,082 34,699 1,079 

鈴鹿市 73,840 58,102 6,849 8,889 19,800 1,040 

亀山市 19,362 14,789 747 3,826 7,528 1,058 

菰野町 13,083 9,912 0 3,171 4,243 900 

朝日町 2,058 1,385 281 392 579 662 

川越町 3,384 2,217 470 697 976 702 

（２） 産業廃棄物 

     産業廃棄物の適正処理を推進するため、事業者に対しては排出事業者責任の明確化、

廃棄物の減量化・再資源化等について指導するとともに、処理業者に対しては処理施

設の維持管理の徹底、産業廃棄物処理基準の遵守について指導します。  

 

（ア） 産業廃棄物の処理業者の状況 

区      分 四日市環境課 鈴鹿環境課 合 計 

産業廃棄物収集運搬業者数 ４０８ ２３１ ６３９ 

産業廃棄物処分業者数 ５８ ２８ ８６ 

特別管理産業廃棄物収集運搬業者数 ４７ １１ ５８ 

特別管理産業廃棄物処分業者数     ６     ０  ６ 

 

（イ） 産業廃棄物処理施設の状況                   （施設数） 

区      分 四日市環境課 鈴鹿環境課 合 計 

汚泥の脱水施設 ６７    １９ ８６ 

汚泥の乾燥施設     ２     ２  ４ 

汚泥の焼却施設     ８     ０  ８ 

廃油の油水分離施設     ３     ３  ６ 

廃油の焼却施設    １０     ０ １０ 

廃酸・廃アルカリの中和施設     ２     ０  ２ 

廃プラスチック類破砕施設    １４     ７ ２１ 

廃プラスチック類の焼却施設     ７     ０  ７ 

産業廃棄物の焼却施設     ３     １  ４ 

がれき類又は木くずの破砕施設    ３２    １４ ４６ 

安定型最終処分場     ６     ３  ９ 

管理型最終処分場     ６     ２  ８ 
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（３） ＰＣＢ廃棄物 

ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、PCB 廃棄物の保管 

状況等を把握するとともに、適正保管についての指導を行います。  

 

 

 

 

（４） 自動車リサイクル法に基づく処理業者の登録又は許可の状況 

使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）に基づき、解体・ 

破砕業者に関する許可及び使用済自動車の引取業者・フロン類の回収業者に関する登

録を行うとともに、適正な事業の実施について指導します。 

区  分 四日市環境課 鈴鹿環境課 合 計 

引取業者（登録）  ７３ ２４７ ３２０ 

フロン類回収業者（登録） ７ ５１ ５８ 

解体業者（許可）  ４ ３１ ３５ 

破砕業者（許可）     ２     ６ ８ 

 

３ 大気汚染関係 

大気汚染防止法では、一定規模以上のボイラー等のばい煙発生施設、ベルトコンベア

等の一般粉じん発生施設等を規制しています。また、三重県生活環境の保全に関する条

例では、大気汚染防止法の規制対象外の施設（指定施設）を規制しています。 

  規制対象施設に係る届出の受理等並びに規制対象工場等への立入検査及び指導を実施

します。 

（１）大気汚染防止法・三重県生活環境の保全に関する条例による届出状況 

四日市環境課 鈴鹿環境課 合 計 
区 分 施 設 分 類 

工場数 施設数 工場数 施設数 工場数 施設数 

ばい煙発生施設 213 800  132  431 345 1,231 

一般粉じん発生施設 19 84   19  161 38 245 

特定粉じん（石綿）発生施設 0 0    0    0  0    0 

大気汚染防

止法 

揮発性有機化合物排出施設 12 24    9   50 21 74 

ばい煙に係る指定施設 86 922   60  561 146 1,483 

粉じんに係る指定施設 79 498   62  436 141 934 

三重県生活

環境の保全

に係る条例 炭化水素系物質に係る指定施設 26 382    0    0 26 382 

 

 

 

 

 四日市環境課 鈴鹿環境課 合 計 

保管状況届出事業者数 ２４８ ９４ ３４２ 
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（２）大気汚染防止法による特定粉じん排出作業届出状況 

 作業届出数 

四日市環境課 １０４ 

鈴鹿環境課       ７ 

合  計 １１１ 

 

（３）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出状況 

ダイオキシン類対策特別措置法では、大気基準適用施設として５種類の特定施設、 

水質基準適用施設として１９種類の特定施設を規制対象にしており、法の規定に該当

する施設を設置する者は、届出及び自主測定が義務付けられています。 

  

 届出事業所数 届出施設数 

四日市環境課 ３９ ９０ 

鈴鹿環境課 １５ ３６ 

合    計 ５４ １２６ 

 

（４） 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく計画書の提出状況 

    自動車ＮＯｘ・ＰＭ法（自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地

域における総量の削減等に関する特別措置法）が平成１３年６月に公布され、対象地

域内の一定規模以上の事業者はＮＯｘ及び粒子状物質の排出抑制に必要な措置に関

する自動車使用管理計画書の知事への提出が義務付けられています。   

 

 自動車使用管理計画の提出 

四日市環境課 ５０ 

鈴鹿環境課        ３ 

合  計 ５３ 

    ＊三重県内の対象地域：四日市市、鈴鹿市、朝日町及び川越町 
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４ 水質汚濁関係 

    水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する事業場等からの届出の受理等を行うと

ともに汚水処理施設の管理状況等の点検並びに指導を行うために立入検査を実施します。 

   また、公共用水域の水質汚濁状況の把握のため、同法第１５条に基づき毎年調査を実

施し、その結果を同法第１７条に基づき公表します。 

 

（１）水質汚濁防止法による届出状況 

一般事業場 有害関連事業場 

  

排水量５０  

/日以上 

排水量５０  

/日未満 

排水量５０  

/日以上 

排水量５０  

/日未満 

四日市環境課  ３７ ２８１  ５  ５ 

鈴鹿環境課 １３９ ５６８  ９ １６ 

合  計 １７６ ８４９ １４ ２１ 

 

（２）河川水質(ＢＯＤ)の環境基準適合状況 （数値：ＢＯＤ 75％値） 単位：mg／㍑ 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 
水域名 地点名 類型 

達成 数値 達成 数値 達成 数値 

鈴鹿川（上流 1） 勧進橋 ＡＡ ○ <0.5 ○ <0.5 ○ <0.5 

鈴鹿川（上流２） 鈴国橋 ＡＡ ○ 0.7 ○ 0.5 ○ 0.5 

鈴鹿川（中流） 高岡橋 Ａ ○ 1.5 ○ 0.9 ○ 1.0 

鈴鹿川（下流） 小倉橋 Ａ ○ 1.5 ○ 0.8 ○ 0.9 

内部川（全域） 河原田橋 Ａ ○ 1.3 ○ 0.9 ○ 1.1 

朝明川（上流） 朝明橋 Ａ ○ 1.2 ○ 0.7 ○ 1.0 

朝明川（下流） 朝明大橋 Ｂ ○ 1.2 ○ 1.0 ○ 1.1 

三滝川（全域） 三滝橋 Ａ ○ 1.5 ○ 0.7 ○ 1.6 

中の川（全域） 木鎌橋 Ｂ ○ 2.3 ○ 1.9 ○ 1.8 

海蔵川（上流） 海蔵橋 Ａ ○ 2.0 ○ 0.7 ○ 1.2 

海蔵川（下流） 新開橋 Ｂ ○ 2.1 ○ 0.7 ○ 1.0 

金沢川（全域） 千代崎樋門 Ｃ ○ 2.9 ○ 3.6 ○ 2.3 

安楽川（全域） 和泉橋 ＡＡ ○ 0.7 ○ 0.6 ○ 0.6 

   ＊環境基準：AA １mg／㍑ Ａ ２mg／㍑ B ３mg／㍑ C ５mg／㍑ 

 

 



 - 43 - 

５ 浄化槽関係 

  浄化槽法に基づく届出受理等並びに啓発用パンフレットの配布等による維持管理指導

を行うとともに、浄化槽保守点検業者の登録及び指導を行います。 

（１） 浄化槽設置状況 

 鈴鹿市 亀山市 菰野町 朝日町 川越町 

浄化槽設置基数 17,257 7,183 4,733 712 1,035 

 
うち合併処理浄

化槽設置基数 
11,095 2,221 3,792 48 40 

 

（２） 浄化槽保守点検業の登録状況 

 登録業者数 

四日市環境課 ２８ 

鈴鹿環境課 ３３ 

合  計 ６１ 

 

（３） 生活排水処理施設の整備状況 

水質汚濁の主な原因となっている生活排水 については、下水道をはじめ浄化槽等の 

生活排水処理施設の整備促進を図ることが急務となっています。 

管内の整備率は８６．２％と県全体の整備率７３．３％（全国平均は８３．７％）

に比べ高い状況にあります。  

              (平成１９年度末) 

市町名 
住民基本台帳人口

（人） 

生活排水処理施設 

整備人口（人） 

生活排水処理施設の

整備率（％） 

四日市市 ３０４，０５８ ２７２，４９０ ８９．６ 

鈴鹿市 １９３，５１１ １６４，４８４ ８５．０ 

亀山市 ４７，５４８ ３３，７６１ ７１．０ 

菰野町 ３９，７１１ ３０，６３１ ７７．１ 

朝日町 ８，４９２ ８，４９２ １００ 

川越町 １３，１７８ １３，１３７ ９９．７ 

合 計 ６０６，４９８ ５２２，９９５ ８６．２ 

＊ 生活排水処理施設：公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、コミュ 

ニティプラント、浄化槽 
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６ 水道関係 

  水道法及び県小規模水道条例に基づき、水道施設の認可、確認を行うとともに、市町

水道事業体、専用水道・簡易専用水道及び小規模水道の設置者に対し、維持管理の適正 

化についての指導を行います。 

 

（１） 水道施設数 

市町名 上水道 簡易水道 専用水道 
簡易専用 

水道 

小規模 

水道 

四日市市 １ ０ ２３ ― １１ 

鈴鹿市 １ ０ １３ １２４ ４ 

亀山市 １ ０ ２ ６１ ５ 

菰野町 １ ２ ３ １３ ３ 

朝日町 １ ０ １ ４ ０ 

川越町 １ ０ ０ １４ ３ 

合 計 ６ ２ ４２ ２１６ ２６ 

    注：四日市市内の簡易専用水道に関する事務は、同市が行なっています。 

 

（２） 水道普及状況                    （平成 1９年度末） 

市町名 
行政区域内人口

（人） 

現在給水人口 

（人） 

普 及 率 

（％） 

四日市市 ３０４，０５８ ３０３，６５７ ９９．９ 

鈴鹿市 １９３，５１１ １９３，３１６ ９９．９ 

亀山市 ４７，５４８ ４７，４８３ ９９．９ 

菰野町 ３９，７１１ ３９，３８４ ９９．２ 

朝日町 ８，４９２ ８，４９２ １００ 

川越町 １３，１７８ １３，１７８ １００ 

合 計 ６０６，４９８ ６０５，５１０ ９９．８ 
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７ 特定建築物関係 

  建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物の届出の受理や

適正な維持管理の指導を行います。また、建築物清掃業等の登録及び指導を行います。 

 

（１） 特定建築物の届出状況（四日市市分除く） 

 興行場 百貨店 店舗 事務所 学校 旅館 集会場 合計 

四日市環境課 １ ３ １ ５ ０ ３ ４ １７ 

鈴鹿環境課 ３ １９ ３ １２ ２ ８ １１ ５８ 

合  計 ４ ２２ ４ １７ ２ １１ １５ ７５ 

 

（２）建築物清掃業者等登録数 

特定建築物清掃業者等の業種区分 四日市環境課 鈴鹿環境課 合 計 

建築物 清掃業 １１    ３ １４ 

建築物 空気環境測定業       ３    １    ４ 

建築物 飲料水水質検査業       ３    ０    ３ 

建築物 飲料水貯水槽清掃業 ２２    ７ ２９ 

建築物 ねずみこん虫等防除業 １８    ３ ２１ 

建築物 環境衛生一般管理業    ０    ０    ０ 

建築物 環境衛生総合管理業 １１    ２ １３ 

建築物 空気調和用ダクト清掃業    ０    ０    ０ 

建築物 配水管清掃業    １    １    ２ 

 

８ 地盤沈下関係 

  工業用水法、県生活環境の保全に関する条例に基づき、揚水規制地域、届出地域にお

ける地下水揚水設備の許可、届出の受理等を行うとともに、適切な使用について監視、

指導を行います。 

 

（１）工業用水法に基づく施設数            （四日市管内のみ） 

 適合井戸 例外許可井戸 保安用井戸 合 計 

施設数 ６ ２４ ９ ３９ 

 

（２）条例に基づく揚水施設数 

 許可施設数 届出施設数 

四日市環境課 １７７  １３７ 

鈴鹿環境課   ０ １，２２１ 

合  計 １７７ １，３５８ 
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９ 温泉関係 

  温泉法に基づき温泉の掘削、利用等の許可を行うとともに、施設の適正管理について

指導を行います。 

 

温泉施設数（利用許可数は四日市市分を除く） 

 源 泉 数 利用許可数 

四日市環境課 ３５ ２３０ 

鈴鹿環境課 １５ ４２ 

合  計 ５０ ２７２ 

 

 


